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旭川市手話言語に関する基本条例制定１０周年　パネル展示及び手
話カフェの開催

手話カフェの取材については、１４時から１６時まで取材可能です
。取材をご希望される場合は事前にご連絡ください。

KJ00665878
2026年6月16日

平成28年7月1日に旭川市手話言語に関する条例が施行され、今年で
10周年を迎えるにあたり、言語のひとつである「手話」を身近に感
じてもらうため、パネル展を開催しています。

期間：6月17日（水）～7月1日（水）
場所：総合庁舎1階ロビースペース
内容：旭川市手話条例とは、手話の歴史など

最終日である7月1日には手話カフェを開催します。
場所：総合庁舎１階カフェスペース
時間：14:00～16:00
　　　①14:00～15:00　②15:00～16:00
内容：①ろう者による絵本の読み聞かせ
　　　②簡単なあいさつや自己紹介等、
　　　　お茶を飲みながら手話を楽しむ

講師には旭川ろうあ協会にご協力いただき、開催しますので身近に
手話などの興味がある方がいらっしゃればぜひお越しください。

令和8年6月17日　～　令和8年7月1日


